
事 務 連 絡 

令和４年３月２５日 

 

各 都 道 府 県 専 修 学 校 主 管 課  

各都道府県教育委員会専修学校主管課  
 

文 部 科 学 省 総 合 教 育 政 策 局  

生涯学習推進課専修学校教育振興室  

 

    専修学校専門課程及び特別の課程にかかるキャリア形成促進プロ

グラムの文部科学大臣認定について 

 

 令和３年度におけるキャリア形成促進プログラムについては、名称変更及び取消

しを別添のとおり令和４年３月２５日付けで行いました。（別添１参照。）また、

文部科学省のホームページにおいても、認定課程等の一覧を公示いたします。 

この公示内容は、今後の名称変更等の届出にあたって添付すべき必要書類となる

ことから、当該公示内容を当該専修学校において確実に保管していただくよう周知

願います。文部科学省ホームページに掲載している一覧表についても近日中に更新

しますので、適宜御活用ください。 

 あわせて、名称変更された認定課程については、速やかに別紙様式４を各学校の

ホームページで公表いただくとともに、毎年定期的な更新をお願いいたします。 

 ついては、所管又は所轄の専修学校に対して周知をお願いいたします。 

 

 別添１ 令和３年度キャリア形成促進プログラム取消し一覧 

＜参考＞ 
文部科学省ホームページ 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/senshuu/1412543.htm 

※更新作業中。 
 

【本件連絡先】 

文部科学省総合教育政策局生涯学習推進課 

専修学校教育振興室専修学校第一 係 

電話：03-5253-4111(内線：2915) 

御中 

https://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/senshuu/1412543.htm


（別添１）

都道府県 専修学校名 課程名 昼夜の別 修業年限
東京都 東京ベルエポック製

菓調理専門学校
衛生専門課程　カフェビジネス科 昼間 一年

　専修学校におけるキャリア形成促進プログラムの認定に関する規程（平成三十年
文部科学省告示第百七十号）第三条の規定に基づき、次のキャリア形成促進プログ
ラムの認定を取り消したので、同規程第四条第二項の規定に基づき公示する。

　　令和四年三月二十五日
文部科学大臣　末松　信介

令和三年四月一日から専修学校におけるキャリア形成促進プログラムの認定に関する規
程第二条各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めたもの
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